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はじめに 

これまで、村の選挙においては選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作

成、選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担制度が設けられていませんでした

が、令和２年６月の公職選挙法の一部改正により、条例改正がなされ令和３年６

月１０日以降に選挙期日を告示した選挙において、産山村議会議員及び産山村長

の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定に基づき、公費負担制度

を適用することになりました。  

この手引は、令和７年１１月１６日執行予定の産山村長選挙において公費負担

を受けようとする場合、候補者と契約の相手方等が行わなければならない手続き

等について記述したものです。  
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１ 公費負担制度とは  

この制度は、候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均

等を図ることを目的に設けられた制度で、候補者と契約業者等との間で交わされ

た有償契約について、供託物が没収されない候補者に限り、村が契約業者等に条

例で定められた限度額の範囲内の額を直接支払う制度です。  

 

【公費負担の種類】  

公費負担制度の対象となるものは次の３つです。  

（１） 選挙運動用自動車の使用  

（２） 選挙運動用ビラの作成  

（３） 選挙運動用ポスターの作成  

 

【対象となる候補者】  

公費負担制度の対象となる候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限

られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担になります。 

  

（参考）村長選挙における供託物の没収点・・・有効投票数の１０分の１ 
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２ 公費負担の対象とその限度額について 

公費負担の対象 公費負担の限度額 

選

挙

運

動

用

自

動

車

の

使

用 

① 一般運送契約（ハイヤー契約）  

選挙運動用自動車として使用された

各日の料金の合計金額（同一の日に

いては1台に限る。）  

1日当たり  64,500円 

5日分計  322,500円 

①

の

契

約

と

②

の

契

約

は

選

択 

② 

個

別

契

約 

 

ア 自動車借入契約 

選挙運動用自動車として使用さ

れた各日の料金の合計金額（同

一の日については1台に限る。）  

1日当たり15,800円 

5日分計 79,000円  

契約の相手

方が生計を

一にする親

族である場

合には、そ

の者が当該

契約に係る

業務を業と

して行う者

に限る。  

イ 燃料供給契約 

選挙運動用自動車に供給した燃

料の代金  

1日当たり 7,560円 

5日分計 37,800円 

ウ 運転手雇用契約 

選挙運動用自動車の運転業務に

従事した各日について支払う報

酬の合計金額（同一の日につい

ては1人に限る。）  

1日当たり12,500円 

5日分計 62,500円 

ビ

ラ

の

作

成 

当該候補者を通じて、作成単価（右

に示した単価の限度額以内）に作成

枚数（右に示した枚数限度以内）を

乗じた金額  

1枚当たりの単価 7円51銭  

【村議会議員】上限枚数 1,600枚 

限度額 12,016円 

【村 長】  上限枚数  5,000枚  

限度額 37,550円  

ポ

ス

タ

䤀

の

作

成 

当該候補者を通じて、作成単価（右

に示した単価の限度額以内）に作成

枚数（選挙区内のポスター掲示場数

を超える場合は、当該ポスター掲示

場の数）を乗じた金額  

1枚当たりの単価  

（525円06銭×ポスター掲示場数＋

30,000円）／ポスター掲示場数  

（現在の掲示場数19箇所の場合）  

・・・単価2,105円  

【限度額】2,105円×19箇所  

=39,995円  

※無投票となった場合の取扱い  

１．選挙運動用自動車の使用について、ハイヤー契約（①）、個別契約の自動車の借入れ（②

ア）及び運転手の雇用（②ウ）は告示日１日分の金額が、燃料供給（②イ）は、告示日

１日の使用分が、公費負担の対象となります。  

２．選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラの作成については、投票の有無にかかわらず、

作成費が公費負担の対象となります。 
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３ 公費負担の概要  

（１）有償契約の締結  
公費負担を受けるためには、候補者は条例で定める契約業者等と有償契約を締結

し、選挙管理委員会に届出なければなりません。  
なお、無償の場合は、公費負担の対象となりません。  

 

（２）公費負担金額の範囲  
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用ビラの作成

について、それぞれ条例で公費負担の限度額が定められています。この限度額を超

える額については、公費負担の対象となりません。  
なお、契約した額が公費負担の限度額を下回る場合には、その契約した額が公費

負担の対象となります。  

 

（３）公費負担を受けるための手続き  
公費負担が適用される場合は、村は業者等からの請求に基づき、公費負担の限度

額の範囲内の金額を支払うことになりますが、この経費の支払いには、一定の書類

が必要です。  

 

（４）公費負担の適用範囲  
公費負担を受けるためには、供託を没収されないことが条件になります。候補者

に係る供託が没収される場合は、公費負担の対象となりません。供託の没収は、候

補者の得票数が一定の数（これを「供託没収点」といいます。）に達しないときと

されます。  
また、このほか、候補者が当該候補者たることを辞した場合等も没収されます。 

（法第９３条）  

供託物没収点 = 有効投票の総数 ÷ １０  

＜参考＞  

例えば、有効投票総数が１，０００票の場合は、上記の計算式で計算すると供

託没収点は１００票になります。  

（注）供託没収点は、有効投票数により変わりますので、上記の供託没収点はあ

くまでも参考としてください。  
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①有償契約 

② 

③使用証明書 

④ ⑤ 

３ 選挙運動用自動車の使用の公費負担  

契約の形態には、一般運送契約（ハイヤー契約）、個別契約の２とおりあります。  
同じ日に両方の契約をする場合には、候補者の指定するいずれか一方の契約が公費

負担の対象となります。  
また、いずれの契約についても実際に選挙運動用として使用した自動車について

のみ公費負担の対象となるため、無投票の場合には、告示日１日分の経費が公費負

担の対象となります。  
 

（１）一般運送契約（ハイヤー契約）  
道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する

者（自動車、燃料、運転手込みで旅客を運送する事業の免許を受けた業者。以下「運

送事業者」という。）と有償契約を締結する方法です。  
公費で負担する金額は、１日１台６４，５００円の範囲内で、立候補の届出をし

た日から選挙の期日の前日まで使用した場合の公費負担の限度額は、  
６４，５００円×５日＝３２２，５００円となります。 

 

【選挙運動用自動車の使用（ハイヤー契約）の公費負担の流れ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

① 候補者と運送事業者が、有償契約を締結します。契約書は参考様式１を参考に

作成してください。  
② 候補者は、①の契約を締結した後、直ちに（立候補の届出前に契約を締結した

ときには、立候補の届出後直ちに）選挙運動用自動車の使用の契約届出書（様式

候補者 

請求 

 
運送事業者 

産山村 
（産山村選挙管理委員会） 

契約届出書 支払 
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第１号）に契約書の写しを添えて選挙管理委員会に届け出てください。  
③ 候補者は、選挙運動用自動車を使用したときは、選挙運動用自動車使用証明書

（自動車）（様式第１０号）を運送事業者に提出してください。  
④ 運送事業者は、選挙の期日後速やかに、村宛てに所定の経費を請求して下さい。

ただし、供託が没収された候補者の経費については、公費負担の対象とならない

ため請求することはできません。  
請求は、請求書（選挙運動用自動車の使用）（様式第１３号）に請求内訳書（別

紙その１）と③の候補者から提出された選挙運動用自動車使用証明書（自動車）

を添えて行って下さい。  
⑤ 請求書の内容を確認後、村から運送事業者に経費を支払います。 

 

（２）個別契約  
選挙運動用自動車の借入れ、燃料の供給、運転手の雇用を個別に契約する方法で

す。なお、候補者と生計を一にする親族（当該契約に係る業務を業として行う者を

除く。）と契約する場合は、公費負担の対象となりません。  
 

ⅰ．選挙運動用自動車の借入れ  
 有償契約を締結し、選挙運動用自動車を借り入れるときは、次の額の範囲内で公

費負担の対象となります。  
公費で負担する金額は、１日１台１５，８００円の範囲内で、立候補の届出をし

た日から選挙の期日の前日まで使用した場合の公費負担の限度額は、１５，８００

円 × ５日 ＝ ７９，０００円となります。 
 

ⅱ．選挙運動用自動車の運転手の雇用  
 有償契約を締結し、選挙運動用自動車の運転手を雇用するときは、次の額の範囲

内で公費負担の対象となります。運転手個人との契約に限られ、法人との運転手の

派遣契約によるものは公費負担の対象となりません。  

公費で負担する金額は、１日１人１２，５００円の範囲内であり、立候補の届出

をした日から選挙の期日の前日まで雇用した場合の公費負担の限度額は、１２，５

００円 × ５日 ＝ ６２，５００円となります。 
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② ④ ⑤ 

①有償契約 

③使用証明書 

【選挙運動用自動車の借入れ及び運転手の雇用の公費負担の流れ】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  候補者は、選挙運動用自動車を借入れる場合は自動車の借入先と、選挙運動

用自動車の運転手を雇用する場合は運転手と有償契約を締結します。  
自動車の借入れの契約書〔契約書例～自動車〚自動車の借入〛]を参考に作成し

てください。  
運転手の雇用の契約書は〔契約書例～自動車〚運転手の雇用〛]を参考に作成し

てください。  
②  候補者は、①の契約を締結した後、直ちに（立候補の届出前に契約を締結し

たときには、立候補の届出後直ちに）選挙運動用自動車の使用の契約届出書（様

式第１号）に契約書の写しを添えて選挙管理委員会に届け出てください。  
③  候補者は、選挙運動用自動車を使用したとき、又は運転手を雇用したときは、

次の書類を業者等に提出してください。  
自動車の借入れの場合･･･選挙運動用自動車使用証明書（自動車）  

（様式第１０号の１）  
運転手の雇用の場合･･･選挙運動用自動車使用証明書（運転手）  

（様式第１０号の３） 
④  契約業者等は、選挙の期日後速やかに、村あてに所定の経費を請求して下さ

い。 ただし、供託が没収された候補者の経費については、公費負担の対象とな

らないため請求することはできません。  
請求は、請求書（選挙運動用自動車の使用）（様式第１３号）に、③の候補者か

ら提出された選挙運動用自動車使用証明書と次の書類を添えて行って下さい。  
自動車の借入れの場合･･･請求内訳書（自動車の借入れ）（別紙その２）  
運転手の雇用の場合･･･請求内訳書（（３）運転手）  

⑤  請求書の内容を確認後、村から契約相手方に経費を支払います。 
 

候補者 
自動車借入先又は運転手 

産山村 
（産山村選挙管理委員会） 

契約届出書 請求 支払 
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⑤確認書 

② ④ ⑦ ⑧ ⑥使用証明書 ③ 

①有償契約 

ⅲ．選挙運動用自動車の燃料の供給  
有償契約を締結し、選挙運動用自動車の燃料の供給を受けるときは、次の額の範

囲内で公費負担の対象となります。  
公費で負担する金額は、立候補の届出をした日から選挙の期日の前日までの日数

に７，５６０円を乗じて得た金額（告示日に届け出た場合、７，５６０円×５日＝

３７，８００円）となります。 
 

【選挙運動用自動車の燃料の供給の公費負担の流れ】  
 

 

 

 

 

 

 

 

①  候補者は燃料供給業者と有償契約を締結します。  

契約書は〔契約書例～自動車〚燃料の購入〛]を参考に作成してください。  

②  候補者は、①の契約を締結した後、直ちに（立候補の届出前に契約を締結し

たときには、立候補の届出後直ちに）選挙運動費用自動車の使用の契約届出書

（様式第１号）に契約書の写しを添えて選挙管理委員会に届け出てください。  

③  候補者は燃料供給業者ごとに選挙運動用自動車燃料代確認申請書（様式第４

号）を選挙管理委員会に提出してください。  

④  選挙管理委員会は、③で提出された申請書の内容を確認した後、候補者に選

挙運動費用自動車燃料代確認書（様式第７号）を交付します。  

⑤  候補者は、④で交付された確認書を燃料供給業者に提出してください。  

⑥  候補者は、燃料の供給を受けたときは、選挙運動用自動車使用証明書（燃

料）（様式第１０号（その２））を燃料供給業者ごとに作成し業者に提出して

ください。  

また、燃料の供給を受けた日付、自動車ナンバー、燃料の供給量及び金額が

記載された給油伝票の写しを必ず燃料供給業者から受領し、保管してくださ

い。  

候補者 
燃料供給業者 

産山村 
（産山村選挙管理委員会） 

契約届出書 

確認申請書 

確認書 請求 支払 

 
 

- 7 - 
 



⑤確認書 

② ④ ⑦ ⑧ ⑥作成証明書 ③ 

①契約 

⑦  燃料供給業者は、選挙の期日後速やかに、村あてに所定の経費を請求して下

さい。ただし、供託が没収される候補者のものについては、村に請求すること

ができません。  

請求は、請求書（選挙運動用自動車の使用）（様式第１３号）に請求内訳書（（２）

燃料代）、⑥の候補者から提出された選挙運動用自動車使用証明書（燃料）、⑤の

確認書、給油伝票の写しを添付して行ってください。  

⑧  請求書の内容を確認後、村から燃料供給業者に経費を支払います。 
  

４ 選挙運動用ビラの作成の公費負担  

有償契約を締結し、ビラを作成するときは、次の範囲内で公費負担の対象となり

ます。  
公費で負担する金額は、ビラ１枚当たりの作成単価×確認枚数（作成枚数の限度）

となりますが、作成単価、作成枚数についてそれぞれ公費負担の限度が設けられて

います。  

ア.作成単価の限度…１枚あたり７円５１銭  

イ.作成枚数の限度…選挙管理委員会に届け出た２種類以内のビラ ５，０００枚  

 

（参考） ビラ枚数の上限   村長選挙 ・・・・・・５，０００枚  
村議会議員選挙・・・ １，６００枚  

 

【選挙運動用ビラの作成の公費負担の流れ】  
 

 

 

 

 

 

 

 

①  候補者は、ビラ作成業者と有償契約を締結します。  

候補者 
ビラ作成業者 

産山村 
（産山村選挙管理委員会） 

契約届出書 

確認申請書 

確認書 請求 支払 
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契約書は［契約書例～ビラ］を参考に作成してください。  

②  候補者は、①の契約を締結した後、直ちに（立候補の届出前に契約を締結し

たときには、立候補の届出後直ちに）選挙運動用ビラ作成契約届出書（様式第２

号）に契約書の写しを添えて選挙管理委員会に届け出てください。  

③  候補者は、公費負担の適用を受けようとするビラの作成について、公費負担

の対象となる枚数の範囲内であることの確認を受けるため、ビラ作成業者ごと

に選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書（様式第５号）を選挙管理委員会に提出して

ください。  

④  選挙管理委員会は、③で提出された申請書の内容を確認した後、候補者に選

挙運動用ビラ作成枚数確認書（様式第８号）を交付します。  

⑤  候補者は、④で交付された確認書をビラ作成業者に提出してください。  

⑥  候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書（様式第１１号）をビラ作成業者に提出し

てください。  

⑦  ビラ作成業者は、選挙の期日後速やかに、村あてに所定の経費を請求して下

さい。ただし、供託が没収される候補者のものについては、村に請求すること

ができません。  

請求は、請求書（選挙運動用ビラの作成）（様式第１４号）に別記請求内訳書も記

載し、⑤の確認書、⑥の候補者から提出されたビラ作成証明書及び納品を証す

る書類の写しを添えて行ってください。  

⑧  請求書の内容を確認後、村からビラ作成業者に経費を支払います。 

５ 選挙運動用ポスターの作成の公費負担  

有償契約を締結し、ポスターを作成するときは、次の範囲内で公費負担の対象と

なります。  
公費で負担する金額は、ポスター１枚当たりの作成単価×確認枚数（作成枚数の

限度）となりますが、作成単価、作成枚数についてそれぞれ公費負担の限度が設け

られています。  
ア．作成単価の限度  
次の計算式により求められる金額が単価の限度になります。  

 

５２５円０６銭 × ポスター掲示場数 ＋ ３０，０００円  
ポスター掲示場数  

 

（参考）ポスター掲示場数が１９ヶ所の場合の作成単価の限度 ２，１０５円  
 

イ．作成枚数の限度  
ポスター掲示場の数（１９ヶ所）  
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⑤確 認 書 

② ④ 
⑦ ⑧ 

⑥作成証明書 ③ 

①契約 

 

【選挙運動用ポスターの作成の公費負担の流れ】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 候補者は、ポスター作成業者と有償契約を締結します。  

契約書は［契約書例～ポスター］を参考に作成してください。  

②  候補者は、①の契約を締結した後、直ちに（立候補の届出前に契約を締結し

たときには、立候補の届出後直ちに）選挙運動用ポスター作成契約届出書（様式

第３号）に契約書の写しを添えて選挙管理委員会に届け出てください。  

③   候補者は、公費負担の適用を受けようとするポスターの作成について、公費

負担の対象となる枚数の範囲内であることの確認を受けるため、ポスター作成

業者ごとに選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書（様式第６号）を選挙管理委

員会に提出してください。  

④   選挙管理委員会は、③で提出された申請書の内容を確認した後、候補者に選

挙運動用ポスター作成枚数確認書（様式第９号）を交付します。  

⑤   候補者は、④で交付された確認書をポスター作成業者に提出してください。  

  候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書（様式第１２号）をポスター作成業者に

提出してください。 

⑥   候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書（様式第１２号）をポスター作成

業者に提出してください。 

⑦   ポスター作成業者は、選挙の期日後速やかに村宛てに所定の経費を請求して

下さい。ただし、供託が没収される候補者のものについては、村に請求するこ

とができません。  

確認申請書 

候補者 
ポスター作製業者 

産山村 
（産山村選挙管理委員会） 

契約届出書 
確認書 

請求 支払 
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請求は、請求書（選挙運動用ポスターの作成）（様式第１５号）に別記請

求内訳書も記載し、⑤の確認書、⑥の候補者から提出されたポスター作成証

明書及び納品を証する書類の写しを添えて行ってください。  

⑧   請求書の内容を確認後、村からポスター作成業者に経費を支払います。 
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